
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
本校のいじめ防止の方針につきましては、学校ホームページのいじめ防止基本方針に明記して

おります。ここではポイントを４つに絞り、ご説明いたします。 
 
１ いじめの定義  

 「いじめ」とは、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を 

与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）であって、当該行為の対象となった 

生徒が心身の苦痛を感じているものをいいます。 
 
２ いじめの四重構造  

 いじめが行われている中では、加害者・被害者に加え、面白がったりする観衆、周辺で暗黙の 

了解を与えてしまっている傍観者という４つの立場が存在します。加害者・被害者だけでなく観 

衆や傍観者としていじめに関わってしまう可能性があります。学校では、生徒たちが被害者・加 

害者にならないだけでなく、正しいと思ったことを言える、困ったことがあった時には安心して 

相談できる環境作りに努めています。 
 
３ 情報モラル教育  

 ＳＮＳやオンラインゲームでのトラブルなど、インターネット上でのいじめのケースが増えて 

おり、情報モラル教育の重要性は一層増しています。これらの利用に関しては、学校の指導に加 

え、家庭でも話題にしルールを作り、継続して見守っていくことが大切です。 
 
４ 保護者の役割  

 いじめに関して、保護者の役割は大きく３つあると言われています。１つ目は子供にいじめを 

してはいけないことを教えていくこと。２つ目は子供がいじめを受けた場合、適切にいじめから 

保護すること。３つ目はいじめ防止のため学校と協力していくことです。 
 
 今後、何か気になることや心配なことがありましたら、遠慮なく学校にご相談ください。 

 いじめの防止に向けて、学校はご家庭と連携して取り組んでいきますので、ご協力をお願いい 

たします。 

 

                     

         所沢市立三ケ島中学校 学校便り 令和５年１２月１日発行 文責 学校長 

    夢 ゆ た か 
        「自ら学ぶ生徒」「心豊かな生徒」「たくましく生きる生徒」 

【１２月の主な予定】            【１月の主な予定】 

４日(月)：体育館LED化工事（～１月１２日）    ９日(火)：３学期始業式 

６日(水)：５組販売学習、学校評議員会      １０日(水)：給食開始 

８日(金)：全校三者相談（１１～１４日）     １２日(金)：１・２年ステップアップ調査 

２１日(木)：給食最終日                    武道場LED化工事（～２／９） 

２２日(金)：２学期終業式             １５日(月)：A時間割開始 

２２日(月)：私立高校推薦入試開始 

「いじめ防止基本方針」～学校と家庭の連携～ 
 
 
 

＜ウィークデイチャレンジへのご協力を再度お願いします＞ 

先月配布しました「チャレンジシート」(裏面参照)への記入を５日間実施し、シートにあ

る二次元コードを読み取って、Googleフォームにて回答してください。まだ実施していな

いご家庭は、１２月中にお願いします。（学校からの５日間の期日指定はありません）  


